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Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
イ
ン

ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
ト
・

プ
ラ
ス
は
９
月
30
日

に
、
「S

O
M
P
O

 

In
stitu

te P
lu
s 

R
eport

」
の
最
新

号
（
87
号
）
を
発
行

し
た
。
本
レ
ポ
ー
ト

は
年
２
回
発
行
さ
れ

て
お
り
、
保
険
事
業

を
取
り
巻
く
環
境
変

化
を
幅
広
く
レ
ポ
ー
ト
し
て

い
る
。
最
新
号
で
は
、
デ
ジ

タ
ル
経
済
下
の
独
占
規
制
に

関
す
る
レ
ポ
ー
ト
を
掲
載
し

て
い
る
。

　
最
新
号
の
内
容
は
次
の
通

り
。

　「
デ
ジ
タ
ル
経
済
下
の
独

占
規
制
～
Ｇ
Ａ
Ｆ
Ａ
Ｍ
事
案

か
ら
紐
解
く
～
」

　
デ
ジ
タ
ル
経
済
で
は
「
勝

者
総
取
り
」
の
傾
向
が
あ
る

た
め
、
独
占
規
制
の
重
要
性

が
増
す
。
本
稿
で
は
、
巨
大

Ｉ
Ｔ
企
業
５
社
の
Ｇ
Ａ
Ｆ
Ａ

Ｍ
（
ガ
ー
フ
ァ
ム
：
Ｇ
ｏ
ｏ

ｇ
ｌ
ｅ
、
Ａ
ｐ
ｐ
ｌ
ｅ
、
Ｆ

ａ
ｃ
ｅ
ｂ
ｏ
ｏ
ｋ
、
Ａ
ｍ
ａ

ｚ
ｏ
ｎ
、
Ｍ
ｉ
ｃ
ｒ
ｏ
ｓ
ｏ

ｆ
ｔ
）
を
個
別
に
相
手
取
っ

た
執
行
事
案
を
概
観
し
な
が

ら
、
現
行
規
制
の
限
界
を
確

認
す
る
と
と
も
に
、
新
た
な

規
制
も
紹
介
し
て
い
る
。
具

体
的
に
は
、
Ｇ
Ａ
Ｆ
Ａ
Ｍ
に

関
す
る
事
案
は
、
①
あ
る
市

場
に
お
い
て
独
占
を
形
成
す

る
際
に
不
当
な
行
為
を
と
る

ケ
ー
ス
と
、
②
そ
う
し
て
獲

得
し
た
独
占
力
を
不
当
に
利

用
す
る
ケ
ー

ス
に
分
か
れ

る
。
こ
れ
ま

で
の
独
占
規

制
は
、
市
場

の
画
定
、
独

占
の
認
定
、

行
為
の
不
当

性
の
認
定
と
い
っ
た
立
証
作

業
が
必
要
で
係
争
期
間
が
長

く
な
る
と
い
う
問
題
が
あ
っ

た
。
そ
の
た
め
近
年
で
は
、

事
前
に
独
占
企
業
を
指
定

し
、
不
当
行
為
を
列
挙
し
て

お
く
こ
と
で
早
期
解
決
を
図

る
「
事
前
規
制
」
が
各
国
で

導
入
さ
れ
て
い
る
。
最
後
に

本
稿
は
、
生
成
Ａ
Ｉ
な
ど
の

分
野
で
も
こ
う
し
た
新
た
な

規
制
の
試
み
が
応
用
さ
れ
る

見
込
み
で
あ
る
、
と
し
て
論

を
結
ん
で
い
る
。

◇

　
Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
イ
ン
ス
テ
ィ

チ
ュ
ー
ト
・
プ
ラ
ス
は
Ｓ
Ｏ

Ｍ
Ｐ
Ｏ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
だ
。

「
“
安
心
・
安
全
・
健
康
”

で
あ
ふ
れ
る
未
来
」
の
実
現

を
目
指
す
Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ホ
ー

ル
デ
ィ
ン
グ
ス
の
事
業
に
直

接
関
係
す
る
領
域
と
、
そ
れ

に
プ
ラ
ス
し
て
、
社
会
課
題

の
解
決
や
未
来
社
会
の
共
創

に
資
す
る
領
域
の
調
査
・
研

究
を
行
っ
て
い
る
。
調
査
研

究
成
果
の
公
表
に
よ
り
、
多

様
な
人
々
の
対
話
の
促
進

と
、
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
を

実
現
す
る
未
来
社
会
の
追
究

を
目
指
し
て
い
る
。
「S

O

M
P
O

 In
stitu

te P
lu
s 

R
eport

」
は
、
同
社
の
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
（h

ttps://

w
w
w
.so
m
p
o
-ri.co

.

jp/

）
か
ら
無
料
で
閲
覧
で

き
る
。

「 SO
M
PO
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発
行

デ
ジ
タ
ル
経
済
下
の
独
占
規
制
を
テ
ー
マ
に
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